
  

 １割・２割・３割で自己負担額が変わりますので詳細は別紙料金表をご確認ください。

要介護3

特定処遇

改善加算

141円

146円

3,494円

サービス提供

体制加算
介護費

要介護認定

お問合せ・ご連絡はこちらへお願いいたします。

828円

845円要介護5

148円

151円

インターグループホーム　          ＴＥＬ　０８５８－２９－５３３８

関金みのりグループホーム　　　ＴＥＬ　０８５８－４５－６１３８

       ・初期加算…入居日から30日以内は1日につき30円が加算されます。　・若年性認知症受入加算…１日につき120円が加算されます。

       ・退居時相談援助加算…退居時に居宅サービスまたは地域密着型サービスをご利用の場合は、情報提供として1回に限り400円が加算されます。

みのりグループホーム

＊介護保険負担割合証でご利用者様の負担割合をご確認ください。

　ＴＥＬ　０８５８－２９－６１３８　

こちらのグループホームからも受付をしております。

設置団体 / 社会福祉法人　みのり福祉会
〒682－0922　鳥取県倉吉市福守町448番地の１

TEL　0858ー29ー5800　FAX　0858ー29ー5801

749円

753円

788円

812円 106,960円

3,582円 106,500円

40円

108,100円

104,710円

104,860円

105,090円
６円

134円

135円

〒682－0922　鳥取県倉吉市福守町448番地の１

ＦＡＸ　０８５８－２９－６１３３

　その他費用として、おむつ代・理容代・嗜好品・病院診察代・薬代は実費となります。  病院診察代・薬代は医療保険負担額分の実費です。

1日あたり

料金合計額
科学的介護

推進体制加算

１ヶ月あたり

要介護4

要介護2

要介護1

要支援2

3,535円

3,564円

  〇居室費　    1,300円

  〇水道光熱費   300円

　    夏季（7.8.9月）

  　  冬期（12.1.2月）

　     は別料金として

　　1日70円を追加

  〇食材費     1,000円

居室費・水道光熱費

食材費

3,602円

3,489円

≪　指定地域密着型介護予防サービス認知症対応型共同生活介護事業所　≫
≪　指定地域密着型介護サービス認知症対応型共同生活介護事業所　≫

　みのりグループホームのご案内

１日あたり
30日/１ヶ月あたり

料金合計額

みのりグループホーム料金表  (1割負担分）

周辺図

       こちらのQRコードから

       みのりグループホームの

       情報がご覧いただけます。

                                          
                                     　

みのりグリープホーム



定 員

各ユニット共に全室冷暖房・ベッド・洗面台・クローゼット付　（和室・洋室あり）

　○　定員　１８名　（　１ユニット９名　×　２ユニット　）　

○　本人又は保証人が利用料を納めることができ、確実な身元保証人がある方。

○　倉吉市内に住民票のある方。

みのりグループホームの運営

　  認知症になっても、その人らしい暮らしが継続できるよう支援を行うと共に

   家庭的な環境のもと、ご利用者様の有する能力を引き出せるように努めます。

     また、ご利用者様の心身の状態を把握し、医療機関との連携を図り適切な対応に

  努めます。

　　地域の一員として地域活動を通じ、心豊かな生活の実現を目指します。

　①　『思いやり』と『感謝（おかげさま）の心』をもって、ご利用者様

　　及び私たち職員が幸せを感じることのできる施設づくりに取組みます。

　②　ご利用者様・ご家族様・地域の皆様から信頼される施設を目指します。

　③　ご利用者様本位の接遇、職員間の良好なコミュニケーションを施設

　　運営の心得とし、言葉遣い・態度など親切丁寧なサービスを提供します。

　④ 　ご利用者様一人ひとりの個性を理解することに努め、個人の意思・

　　意欲・人格を大切にします。

　⑤　医療機関と連携を図り、健康を維持しながら安心して過ごせるように

　　支援をします。

　⑥ 　生活支援

　　１　ご利用者様の自立を目的とし、意欲的に取り組める支援を目指します。

　　　ご利用者様が持ち合わせておられる可能性も踏まえ、支援内容に反映

　　　します。

　　２　日々の生活を送る中で無理のない生活リハビリを実施し、身体機能

　　　の維持を目指します。

　　３　ご利用者様のニーズに合わせた外出支援を行い、事業所内だけの活動

　　　ではなく、地域の繋がりを絶やさず心豊かな生活の実現を目指します。

　⑦　目標の利用率を達成するため、地域包括支援センターや居宅介護

　　支援センター、地域連携室等と連携を密にし、安定した経営ができるよう

　　に努めます。

　⑧　タブレット端末を活用したオンラインでの面会を提供し、遠方の方など、

　　ご家族様や知人と会う楽しみを維持します。

  　季節に合わせた行事を行っています。

○　病状が安定し、少人数での共同生活を営むことに支障のない方。

みのりグループホームの主な年間行事

みのりグループホームの基本方針

○　介護保険の認定が要支援2または要介護1以上で認知症の診断がある方。

春の行事

 　 花見外出･端午の節句

　　あやめ池外出・ちまき作り

夏の行事

   　七夕祭り

  　   みのり畑収穫祭

秋の行事

  　 敬老会・運動会・紅葉狩り

　　 バーベキュー

ご利用対象者

次の全ての要件に該当する方が対象となります。

冬の行事

   　クリスマス会・とんどさん

　　  節分


